
14 2020 年は当別町 150 年

催　

し

生　

活

募　

集

教
養
・
資
格

子
育
て

そ
の
他

　日本人の死因の第 3 位は肺炎です。その肺炎の原

因となる細菌やウイルスの中で、最も多いのが肺炎球

菌です。肺炎球菌予防接種は、肺炎球菌が引き起こす

病気を予防したり、肺炎にかかった場合に症状を軽く

する効果が期待できます。ご高齢の方は、肺炎にかか

ると重症化しやすいため、積極的に予防接種を受けま

しょう。

▼料金　2,500 円（生活保護世帯の方は無料）

▼実施医療機関等

・ 健康ひろば・実施医療機関（本誌 p.26）に掲載の医

　療機関。

・ 接種希望者は、医療機関へ事前に予約してください。

▼対象者

　これまでに１回も肺炎球菌予防接種を受けたことの

ない人で、次の方が今年度の対象です。誕生日前でも

接種が可能です。　

①平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日の間に、

　満 65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・90 歳・95 歳・

　100 歳の誕生日を迎えられる方

② 60 歳以上 65 歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器に

　重い障がいのある方、ヒト免疫不全ウイルスにより

　免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障

　がいがある方（身体障害者手帳 1 級程度）

▼接種期間　平成 31 年 3 月 31 日まで

▼問合せ　

　保健福祉課健康推進係（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

　北海道では、道民一人ひとりの健康づくりに対する

取り組みを応援する試みとして、行政・企業・関係団

体が連携し北海道全体で「北海道健康マイレージ事業」

を実施しています。昨年度、町内では 473 人が取り

組みました。

▼健康マイレージとは？

　健康づくりの取り組みや健康診断の受診を行うこと

でポイントがたまる制度です。6 ポイントためて応募

すると、協賛企業から特典がもらえます（応募多数の

場合は抽選）。

▼対象者　20 歳以上の当別町民はどなたでも

▼取組期間　平成 31 年 3 月 31 日まで

▼参加方法

①保健福祉課健康推進係よりポイントカード・健康

　チャレンジシートを受け取る。

②健康づくりに関する取り組みを行い、ポイントシー

　ルを集める。

③ 6 ポイントたまったら、参加登録申込書・応募用

　紙およびポイントカードを提出し応募する。

▼取り組み・応募期限

　平成 31 年 3 月 31 日（必着）　※郵送可

▼参加申込み・応募先

　保健福祉課健康推進係（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

★健康づくりに関する取り組みとは？

ポイント対象となる取組や事業 ポイント数

健康チャレンジ（自身で健康に関する取
り組み目標を立て 1 カ月以上実施）

1 チャレンジごとに

1 ポイント

健康診断・各種がん検診（特定健診や
職場健診、個人で人間ドックを受診）

1 健診ごとに

2 ポイント

その他健康診断（骨粗しょう症検診
やエキノコックス症検診、歯科健診）

1 健診ごとに

1 ポイント

健診結果説明会・運動サポート事業
（健診受診後の特定保健指導や町が
実施する運動事業）

1 参加ごとに

1 ポイント

健康づくりセミナー、健康福祉出前講座・
食生活改善協議会主催等の料理教室

1 参加ごとに

1 ポイント

介護予防事業（かすみ草の集い、友
遊会等への参加）

1 参加ごとに

1 ポイント

※ポイントシールは上記事業の実施会場の他、健診結果や

　健康チャレンジシートの提出によりゆとろ窓口でお渡し

　します。

対象の方はお忘れなく接種を

高齢者肺炎球菌予防接種
　　～接種期間は 3 月 31 日まで～

・ 入院または入所中などで町外の医療機関で接種を

　希望する方は、事前にご連絡ください。

・ 接種回数は 1 回です。

ポイントをためて応募しよう

北海道健康マイレージ
　　　　～応募は 1 人 1 回まで～

昨年度は抽選で

お茶 1 ケース

がもらえました

お茶
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▼業務内容　放課後児童クラブで

の保育・集団活動の指導

▼応募資格　資格の有無は問いま

せん

▼募集人数　1 名

▼勤務先　当別子どもプレイハウ

ス（当別小学校内）

▼勤務期間　平成 31 年 4 月 1 日

～翌年 3 月 31 日（継続有）

▼勤務時間　平日は放課後～ 19

時、土曜・長期休業期間は 8 時

～ 19 時のうち週 23 時間（日曜・

祝日は除く）

▼報酬　月額 87,536 円（予定）

▼応募書類　履歴書、本人の住民

票、保育士等の有資格者は資格を

証明する書類の写し

▼募集期限　2 月 8 日（金）

▼申込み・詳細　子ども未来課子

育てサポート係（ゆとろ内・☎
25 － 2658）

募 集募 集

子どもプレイハウス非常勤
指導員を募集します

▼応募資格・業務内容　

①看護師　乳幼児健診での計測等

　および BCG 予防接種等　

②管理栄養士　乳幼児健診等での

　栄養指導

③歯科衛生士　フッ素塗布、歯科

　指導等

▼募集人数　若干名

▼勤務期間　平成 31 年 4 月 1 日

～翌年 3 月 31 日のうち、月 1 ～

2 回程度

▼勤務時間　１回 4 時間程度

▼勤務先　ゆとろ（西町）他

▼報酬　① 1 回 5,000 円　②１

回 4,000 円　③ 1 回 4,600 円

▼応募書類　履歴書・本人の住民

票・看護師、管理栄養士または歯

科衛生士の免許証の写し

▼募集期限　 2 月 1 日（金）

▼申込み・詳細　保健福祉課健

康推進係（ゆとろ内・☎ 23 －

4044）

集 集集 集

保健事業従事者を募集します

　工事・設計委託、物品購入・業

務委託の入札参加資格審査申請を

受け付けます。

▼受付日時　　

　2 月 1 日（金）～ 2 月 28 日（木）

　9 時～ 11 時 30 分、13 時～ 16 時

　※土・日曜日、祝日は除く。

▼受付場所　役場 2 階小会議室

▼申請用紙　①建設工事・設計委

託～北海道土木協会（☎ 011 －

271 － 3681/FAX011 － 271 －

7656）で販売しています。　

②物品購入・業務委託～役場財政

課に備え付けています（町ホーム

ページにも掲載しています）。

入 札入 札

2019・20 年度の入札参加資格
審査申請書を受け付けます

　当別町と江別市が公害防止協定

に基づき実施したダイオキシン類

の測定結果をお知らせします。

▼調査内容・地点　

【大気・土壌調査】　太美地区（遊

遊公園）、川下地区（八幡第一排

水機場）

【水質調査】　八幡最終処分場（当

別町と江別市が同地点でそれぞれ

測定）

▼調査月　当別町：平成 30 年 7 月

　江別市：平成 30 年 8 月

▼測定結果　次のとおりすべての

項目が基準を下回りました。

環 境環 境

ダイオキシン類調査測定結果

※ pg（ピコグラム）は 1 兆分の 1 ｇ

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

調査地区 実施区分 測定結果

大気（pg-TEQ/㎥）　環境基準 0.6

川下地区
当別町   0.0041

江別市   0.0019

太美地区
当別町   0.0056

江別市   0.0022

土壌（pg-TEQ/g）　環境基準 1,000

川下地区
当別町   2.2

江別市   2.0

太美地区
当別町   0.048

江別市   0.016

水質（pg-TEQ/ℓ）　排出基準 10

八幡最終
処分場

当別町   0.110

江別市   0.014

▼職種　特別支援教育支援員

▼応募資格　教員免許を有する方

▼募集人数　若干名

▼勤務先　町内の小・中学校

▼勤務期間　平成 31 年 4 月 1 日

～翌年 3 月 31 日（継続有）

▼勤務時間　原則月曜～金曜の 8

時～ 16 時の内、週 29 時間 10 分

▼報酬　月額 159,800 円（予定）

▼応募書類　履歴書、資格証明書

の写し、本人の住民票、運転免許

証の写し

▼応募期限　2 月 12 日（火）

▼申込み・詳細　町教委学校教育

課学校教育係（☎ 23 － 2689）

募 集募 集

教員免許の資格を有する方へ
非常勤職員を募集します

▼添付書類　①納税証明書の写し

（必要部分は法人、個人、町内事

業者により異なる）、暴力団等で

はないことの誓約書等の必要書類

② 審査結果通知送付用の封筒

に宛先を記入し、82 円切手を貼

付してください。

※申請は持参のみ、郵送は不可。

▼問合せ　財政課管財係（☎ 23

－ 2331）
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▼国保・後期高齢者医療についての問合せ

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【ジェネリック医薬品の利用について】

　医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）

とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。ジェ

ネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、

厚生労働省の基準を満たす安全な薬です。薬によって

異なりますが、新薬より 3 割以上、中には 5 割以上

安くなるものもあります。

　ジェネリック医薬品の処方を希望される場合は、ま

ずは、病院・保険薬局等で医師や薬剤師にその旨を伝

え、よく相談してください。病院や薬局で手軽に切り

替えの意思を伝えることが出来るように「希望シール」

を配布していますので、保険証等に貼ってご利用くだ

さい。「希望シール」は役場窓口にもご用意しています。

　当別町国保では年に 3 回、ジェネリック医薬品を

利用した場合の差額を通知しています。通知対象月の

処方実績やジェネリック医薬品への切り換えによる効

果の目安となりますので、ぜひ一度ご確認ください。

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

【病院にかかるときはこんな点に気をつけましょう】

　①自分自身のからだの状態に関心と責任を持ち、

医師との対話を大切にしながら、病気に向き合って

いくようにしましょう。 ②かかりつけの医師をもち、

気になることはまず相談しましょう。 ③具合が悪い

ときには、早めに受診しましょう。 ④同じ病気でい

くつもの医療機関を受診することは控えましょう。 

⑤休日や夜間に救急医療機関を受診しようとする際に

は、平日の時間内に受診することができないか、もう

一度考えてみましょう。

■年金事務所出張相談所の開設

・日時  1 月 22 日（火）　10 時～ 15 時

・場所  商工会館（錦町）　・主催  札幌北年金事務所

※年金相談は予約制です。代理人が相談する場合は

　委任状・身分証明書が必要です。

　（相談予約専用ダイヤル　☎ 011 － 717 － 4133）

【20 歳になったら国民年金】

　国民年金は、国内に居住する 20 歳から 60 歳までの

人が加入し保険料を納める制度です。国民年金には老

後を支える「老齢基礎年金」のほか、病気や事故で障

害の状態になったときに支える「障害基礎年金」、加

入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持さ

れていた子のある配偶者や子を支える「遺族基礎年金」

があります。保険料の支払いが困難な場合は、「保険

料免除制度」や「学生納付特例制度」、「納付猶予制度

（50 歳未満）」などの制度があります。

▼国民年金についての問合せ

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

【学生納付特例制度と納付猶予制度】

　「学生納付特例制度」は、学生本人の所得が一定額

以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度

です。対象は大学・大学院・短大・高校・高等専門学

校・専修学校・各種学校（修学年限１年以上である課

程）・一部の海外大学の日本校に在学する学生です。「納

付猶予制度」は、学生ではない 50 歳未満の方で、本

人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年

金保険料の納付が猶予されます。詳しくは、役場窓口

または年金事務所にお問い合わせください。

森 林 管 理森 林 管 理

平成 31 年度から森林管理が
義務化されます

　森林環境税を活用した森林経営

管理制度の概要や、経営・管理方

法を理解していただくため、森林

管理説明会を開催します。

▼日時

① 1 月 11 日（金）　18 時～ 20 時

② 1 月 27 日（日）　10 時～ 17 時

③ 2 月 4 日（月）13 時～ 16 時

▼場所　役場第二庁舎

　町交通安全推進委員会では、町

民の交通安全に対する関心を高め

てもらおうと「交通安全特別優良

募 集募 集

交通安全特別優良運転者を
推薦してください

▼対象　森林所有者、林業経営者、

森林の管理や経営に関心のある方

▼問合せ　エネルギー推進室林政

係（☎ 27 － 5089）

運転者表彰」を行っています。模

範となる方を推薦してください。

▼表彰対象　自己の責任による交

通事故歴、交通違反歴とも 20 年

以上無いなど。

▼提出書類　表彰申込書、無事故

無違反証明書など。

▼推薦期限　2 月 28 日（木）必着

▼提出先・詳細　町交通安全推進

委員会（環境生活課内・☎ 23 －

2711）
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　水道メーターの表示器は、建物

の外壁など宅地内に設置されてい

ます。積雪や屋根からの落雪によ

り表示器が埋もれて検針ができな

い場合がありますので、表示器周

辺の除雪や物を置かないなどのご

協力をお願いします。なお、積雪

等により検針ができない場合には、

過去の検針結果を参考に使用水量

を認定して請求し、検針ができた

月に過不足分を精算させていただ

きますので、ご理解の程よろしく

お願いいたします。また、気温が

マイナス４℃以下になると、日中

でも水道管が凍結することがあり

ますので、十分注意しましょう。

▼問合せ　上下水道課業務係

　（☎ 22 － 2411）

水 道水 道

積雪時の水道メーター
検針にご協力ください

　平成 30 年 1 月から 12 月まで

に農用地利用集積計画で賃貸借さ

れた賃借料は、次のとおりです。

▼問合せ　農業委員会事務局（役

場第二庁舎内・☎ 23 － 3279）

田（水田）の部 畑（普通畑）の部

平均額 最高額 最低額 筆数 平均額 最高額 最低額 筆数

【賃貸された地区】青山・弁華別・茂平沢・六軒町・中小屋・金沢・
　樺戸町・若葉・上当別・下川町・本町市街地

15,800 18,500 10,000 71 6,100 7,500 4,000 3

【賃貸された地区】東裏・対雁・蕨岱

17,000 19,000 15,000 63 7,000 7,500 7,000 11

【賃貸された地区】川下・当別太・獅子内の一部・ビトエ・太美市街地

17,700 24,050 15,000 62 6,800 7,500 6,300 14

【賃貸された地区】高岡・獅子内の一部（道道岩見沢石狩線の北側）

18,100 19,500 16,000 9 6,600 7,000 6,300 5

※ 金額は下 2 桁の値を四捨五入

　しています。

※当別ダム以北は、期間中の賃貸

　借実績がありません。

賃 借 料賃 借 料

賃借料の目安に活用ください！ 農地の賃借料情報

（10 アール当り、単位：円）

当別町平均　田（水田）17,100 円　畑（普通畑）6,600 円

広　告

広　告 広　告


